
船舶事故調査報告書 

令和元年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年８月７日 ２２時３４分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港南方沖の細ノ州
ほ そ の す

 

 長太夫
ちょうだゆう

礁灯標から真方位２３０°５７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２２.２′ 東経１３３°０８.０′）  

事故の概要 引船第五大貴
だ い き

丸は、台船ＳＫ
エスケー

－１０６をえい
．．

航して航行中、細ノ州

に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年８月１５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第五大貴丸、１９トン 

２７３－９６４１広島、有限会社広島合同海運（船舶所有

者）、有限会社北栄海運（船舶借入人） 

Ｂ 台船 ＳＫ－１０６、総トン数不詳（全長４５ｍ） 

   なし、有限会社広島合同海運 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

  甲板長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 舵板下部及びシューピースに擦過傷 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約１３０cm（尾道） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板長Ａが乗り組み、Ａ船の船尾部にＢ船をえ
．

い
．
航索で繋

つな

いで引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、甲

板長Ａが単独で船橋当直に当たり、ＧＰＳプロッターの画面に表示さ

れた紫色の線を過去の航跡と思い、その線に沿って右転して航行を続

けていたところ、再び同画面を見た際、細ノ州に向かっていることを

知り、細ノ州北側縁に沿う様に操船した。 

Ａ船引船列は、細ノ州北側縁に沿って航行中、自室にいた船長が、

備讃瀬戸海上交通センターから細ノ州に接近している旨の連絡を業務

用携帯電話で受け、昇橋して微速力前進に減速させた直後、船尾に衝

撃を受けて行きあしが止まった。 

Ａ船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約２.７ｍであった。 

ＧＰＳプロッターの画面に表示された紫色の線は、ＧＰＳプロッタ

ーに蓄積された全ての航跡データの始点と終点とを結ぶ線であった。 



 

分析 Ａ船引船列は、航行中、甲板長Ａが、ＧＰＳプロッターの画面に表

示された紫色の線を過去の航跡と思い込み、その線に沿って航行して

細ノ州に接近した後、細ノ州北側縁に沿って航行したことから、Ａ船

が細ノ州に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船引船列が航行中、甲板長Ａが、ＧＰＳプロッ

ターの画面に表示された紫色の線を過去の航跡と思い込み、その線に

沿って航行して細ノ州に接近した後、細ノ州北側縁に沿って航行した

ため、Ａ船が細ノ州に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海当直者は、ＧＰＳプロッターだけでなく、航路標識、レーダ

ー等を有効に活用して船位の確認を適切に行うこと。 


